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「地労委命令」に基づき、 

会社に申し入れる！！ 

  地本情報№９「速報」でもお知らせしたとおり、9月9日静岡県労働委員会は「静

岡支社管内の沼津・富士・静岡及び浜松の、各運輸区に設置されているJR東海労静

岡地本の掲示板に掲出

された掲示物を撤去し

たことは、不当労働行為

である」と判断し、会社

に対して JR 東海労本部

と静岡地本に謝罪文の

手交を命令しました。 

 これを受けて地本は、

会社に対して以下の申

し入れを行い誠意を持

って対応することを強

く要求しました。 


